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織
田
信
長
朱
印
状 

  
[

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
） 

長
岡
兵
部
大
輔
（
藤

孝
）
・
中
川
瀬
兵
衛
尉
（
清
秀
） 

宛] 

 

就
大
坂
赦
免
、
尼 

崎
矢
留
事
、
令
同 

心
候
、
彼
退
城
不
可
有 

程
候
条
、
其
内
可
矢 

留
候
、
但
此
方
付
城 

所
々
人
数
不
相
甘
、 

番
等
之
儀
者
、
弥
堅 

可
申
付
事
専
一
候
也
、 

 

四
月
四
日 

 

信
長(

朱
印) 

 

長
岡
兵
部
大
輔
殿 

中
川
瀬
兵
衛
尉
殿 

   

・
・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

 
  



読
み 

 
大
坂
赦
免
に
つ
い
て
、
尼
崎
矢
留
の
事
同
心
せ

し
め
候
、
彼
退
城
程
あ
る
べ
か
ら
ず
候
条
、
其

の
内
矢
留
す
べ
き
候
、
但
し
此
方
付
城
の
所
々

人
数
相
甘
（
く
つ
ろ
げ
）

ず
、
番
等
の
儀
は
い
よ
い

よ
堅
く
申
し
付
け
る
べ
き
事
、
専
一
に
候
也
、 

 

四
月
四
日 

信
長(
朱
印)

 

 

長
岡
兵
部
大
輔
（
藤
孝
）
殿 

中
川
瀬
兵
衛
尉
（
清
孝
）
殿 

   

・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

        



意
味
と
解
説 

 

大
坂
赦
免
に
つ
い
て
（
信
長
が
）
尼
崎
の
停

戦
に
つ
い
て
同
意
し
、
尼
崎
か
ら
の
退
城
が
ほ

ど
な
く
お
こ
な
う
の
で
、
そ
の
間
は
停
戦
し
な

さ
い
。
し
か
し
な
が
ら
（
こ
ち
ら
の
）
付
城
の

所
々
に
置
く
人
数
は
気
を
抜
く
こ
と
な
く
、
守

備
の
こ
と
は
固
く
行
う
よ
う
に
申
し
付
け
ま

す
。
し
っ
か
り
と
心
が
け
な
さ
い
。 

 「
大
坂
赦
免
」
と
は
長
く
続
い
た
大
坂
の
石
山

本
願
寺
と
信
長
と
の
抗
争
に
つ
い
て
の
和
睦

（
天
正
八
年
三
月
）
の
こ
と
で
、
そ
の
直
後
の

状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
尼
崎
の
付
城
を
守
る

長
岡
兵
部
大
輔(

藤
孝)

と
中
川
瀬
兵
衛
尉(
清

秀)

に
対
し
、
石
山
本
願
寺
と
の
和
睦
に
よ
っ

て
本
願
寺
側
が
尼
崎
か
ら
撤
退
し
明
け
渡
す

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
信
長
は
警
護
を

厳
重
に
続
け
る
よ
う
指
示
し
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
石
山
戦
争
」
の
終
結
時
の
様
子
を
伝
え

る
貴
重
な
史
料
で
す
。 

  


